
<公募> 

 

「日本と ASEAN の持続可能な観光ベストプラクティス紹介」事業に対する 

アドバイザリー業務 

 

 

 

 日本アセアンセンター（以下センター）は「日本と ASEAN の持続可能な観光ベストプラ

クティス紹介」事業にあたり、以下の内容で企画競争の入札を行いますので、ご案内申し

上げます。 

 

1. 件名  

「日本と ASEAN の持続可能な観光ベストプラクティス紹介」事業に対するアドバイ

ザリー業務 

 

2. 事業について 

日本アセアンセンターは東南アジア諸国連合に加盟する 10 カ国と日本との貿易、投資、

観光、人物交流の促進を目的として活動しています。このたび、２０２３年１０月に

開 催 さ れ た 「 日 ASEAN 観 光 大 臣 特 別 対 話 」 で 採 択 さ れ た 共 同 声 明

（ https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001707008.pdf ）に基づくフォローアッ

プ事業として日本と ASEAN 諸国のサステナブル観光の優良事例を紹介する事業を実

施します。 これは、2024 から 2025 年度 の２年間で、各国から提出された代表的な事

例（各国３件程度）をまとめ、地域の持続可能な観光の促進の一助となることを目指

すものです。 

 

趣旨と目的 ： ASEAN10 か国および日本の持続可能な観光の取組み事例を事前に定め

たテーマに沿ってまとめて発表します。取材を通じて得た情報を適切にまとめた事例

を 、センターのウェブサイト特設ページに掲載します（センターのウェブサイトとダ

ウンロード可能な電子媒体資料を想定）。情報の閲覧者は主に政府観光関連機関の担当

者です。相互に知見を共有することで、より良い政策展開を目指し、日 ASEAN 地域

の持続可能な観光の実現に貢献をします。また、観光事業者にとってもビジネスのヒ

ントとして活用できることが期待されます。なお、文書は全て英文表記です。 

 

期 間 ： 

プロジェクトは即日より開始し、2025 年 12 月末日の完成を目指します。業務契約期

間は、双方が合意した日から 2026 年 3 月末日までとします。 



 

3. 入札について 

参考予算内でどのような助言が可能か過去にご担当された案件などを例に、ご提案く

ださい。 

⚫ 提案書の形式は自由ですが表記言語は英語でお願いします。 

⚫ ご提案時にオンラインでご説明をお願いします。後日、ミーティング枠のご予約

をお願いします。 

⚫ オンラインミーティングは基本的に日本語で進行する予定ですが、非日本人スタ

ッフが同席し、英語で説明を求める可能性があります。 

⚫ 提案書準備の段階で、必要に応じて打合せを一回調整いたします。 

 

本事業で期待する助言内容： 

⚫ 日本アセアンセンターが描く構想に基づき、プロジェクトの構成を具体化 

⚫ 事例の取材を進めるうえでの監修ディレクション 

⚫ 事例が取り組むサステナビリティの分析 

⚫ 公的なステークホルダーに対して説得力のある表現方法 

⚫ 説得力のある文章にするためのワーディング、流れや構成の確認 

⚫ 日本国内の取材にご同行をいただく想定をしております。ASEAN 地域への取材同

行はありません。 

 

参考予算： 

２００万円（消費税抜き） 

＊2024 年、2025 年の各年度 100 万円。それぞれ 50 万円ずつ 2 回に分けてお支払いし

ます。2 回目の支払いは 3 月末日を基本とします。 

＊消費税免除指定店舗の認定を受けることで、免税での取引が可能です。落札した事

業者様が免税指定店舗ではない場合には、申請をお願いしております。  

＊日本国内の第一例目の取材（2024 年 7 月を予定）にご同行いただく際の旅費（交通

費、宿泊を伴う場合は宿泊費）は当センターの規定に基づき 日本アセアンセンターが

負担します。 

＊助言内容が弊センターの期待を著しく下回る場合は、2025 年度の業務契約を継続し

ない場合もあり得ます。 

 

提案書の提出期限：  

2024 年 6 月 24 日（月）15：00 までにメールで提出 

 

 



提出先： 

日本アセアンセンター観光交流チーム info_to@asean.or.jp 

 

入札に際しての留意事項： 

(1) 評価は、以下の基準により行います。 (a) 業務の目的と内容を理解し、当該目的

の達成するための提案をしているか。 (b)これまでの実績。 (c)事業を確実に遂行

できる体制があるか。 

(2) 提出された企画書について、必要に応じてヒアリングを行うことがあります。 

(3) 企画提案書の作成、応募等にかかる経費は、応募者の負担とします。 

(4) 提出書類については、内容及び金額の妥当性について、業者選定の参考とするた

め、第三 者に助言を求めることがあります。  

 

問い合わせ先：  

日本アセアンセンター 観光交流チーム  

Ｅメール：info_to@asean.or.jp  

TEL:03-5402-8008  

 

 以上 
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